
高齢者おむつ等給付事業の現状等について

１ 目的

おむつを使用されている方におむつ又は尿取りパッド（以下「おむつ等」という。）を給付するこ

とにより、その世帯の経済的な負担を軽減し、福祉の増進を図る。

（根拠：あきる野市高齢者及び心身障害者（児）おむつ等給付事業実施要綱）

２ 対象者、給付方法等

（１）対象

市内に住所を有する６５歳以上の高齢者で、おむつ等を使用している要支援１から要介護５ま

での方及び３歳以上の常時おむつ等を使用している身体障害者手帳２級以上の者又は愛の手帳

２度以上の者。

ただし、介護保険法上の施設サービス（特別養護老人ホーム等）の利用者は除く。

（２）給付方法

月額５，０００円を限度として現物給付する。

（３）給付の期間

おむつ等は、認定申請をした日の属する月から、受給資格が消滅した日の属する月まで給付す

る。

３ これまでの事業の経過

平成２１年４月 高齢者おむつ支給事業実施（要介護３から要介護５まで）

平成２４年４月 事業拡大（要支援１から要介護５まで）

４ 利用者数及び給付の実績

（１）利用件数 （単位：人）

※平成２６年度及び平成２７年度は申請日現在の要介護度により集計

※平成２８年度から平成３０年度までは、各年度末の要介護度により集計

（２）支給額 （単位：円）

５ 財源構成

地域支援事業費〈任意事業〉

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

要支援１ ２３ ２８ ７ １４ １８
要支援２ ４９ ６０ ３３ ４１ ５５
要介護１ ９７ １０１ ７１ １１６ １１５
要介護２ １０５ １０９ １０３ １４２ １４３
要介護３ ８９ ９５ １２５ １１４ １１６
要介護４ ５９ ６９ １０５ ８６ １１０
要介護５ ３１ ３０ ８９ ５０ ５６
住所地特例 ― ― ２２ １９ １５
合計 ４５３ ４９２ ５５５ ５８２ ６２８

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

合計 22，094，590 24，724，390 27，390，940 28，888，970 30，872，740
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６ 国における取扱い等
地域支援事業における任意事業の「家族支援事業」のうち介護用品の支給に関しては、原則として

任意事業の対象外とした上で、平成２６年度時点で当該事業を実施していた場合に限り、当分の間、
実施して差し支えない取扱いとしている。
平成３０年度における市町村の検討状況は、支給要件の見直しを検討している市町村が約１／３、

一般財源等他事業への移行を検討している市町村が約１／３であった。
各市町村に対しては、任意事業における介護用品の支給が例外的な激変緩和措置であることを踏ま

え、引き続き対応を進められたいとされている。

７ 多摩２６市の状況

（１）介護度の区分（現物給付及び現金給付の実施状況により集計）

（２）月額限度額（現物給付のみの実施状況により集計）

（３）所得の制限（現物給付のみの実施状況により集計）

（４）本人の自己負担割合（現物給付のみの実施状況により集計）

（５）財源の対応（現物給付及び現金給付の実施状況により集計）

（★）⇒あきる野市の実施方法

８ 検討に当たってのポイント

現在の実施方法が例外的な激変緩和措置であることや地域支援事業の中でもおむつ等の給付額が

占める割合が大きくなっていることなどを踏まえ、以下の点について、今後の方向性を検討する。

（１）支給対象とする要介護度の区分について

（２）給付の限度額について

（３）所得の制限について

（４）本人の自己負担割合について

（５）（１）～（４）を変更する場合、その方法と複数年度のスケジュールについて

要支援１～要介護５（★） １市

要介護１～要介護５ ２市

要介護３～要介護５ １３市

要介護４～要介護５ ６市

失禁状態又は寝たきり（要介護３相当） ４市

１０，０００円 １市 ※消費税等の千円未満を切り捨てて
集計している。

※その他は、介護度で８，３００円、
５，０００円、３，３００円の段階
あり。

９，０００円 １市

８，０００円 ５市

６，０００円 ３市

５，０００円（★） ４市

４，０００円 ３市

数量による上限を設定 １市

上限なし ５市

その他 １市

現物給付なし ２市

所得制限なし（★） １６市

※その他は、介護度別で区分あり。

非課税世帯 ７市

その他 １市

現物給付なし ２市

負担割合なし（★） １３市

※生計の中心となる方の所得に応じ

て変動

１割負担 ８市

２割負担 １市

介護保険の負担割合に準ずる １市

その他 １市

現物給付なし ２市

一般財源（市単独事業） １６市

介護保険特別会計（地域支援事業費）（★） ６市

一般財源と介護保険特別会計の併用 ３市

特例給付利用（財源構成で第１号被保険者負担） １市


